
都市計画審議会資料 

報 告 事 項 第 １ 号  

 

本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業の変更について（報告） 

 

 

 【説明資料】  

１．本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業の変更について １～３ページ 

 

 

 

 

【資料：都市計画決定図書（案）】 

   

１．市街地再開発事業 

計画書                       ・・・   １ページ 

計画図（施行区域、壁面の位置の制限、公共施設の配置、・・・ ２～６ページ 

広場状公開空地及び広場の配置、地区施設）   

 

  ２．高度利用地区 

   計画書                       ・・・   １ページ 

   計画図（計画図、壁面位置の制限）          ・・・ ２，３ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月２６日 

街づくり整備課 



都市計画審議会資料
報告事項 第 １ 号

説明資料１

１．本八幡駅北口駅前地区の概況

●地区名：本八幡駅北口駅前地区

●所在地：千葉県市川市八幡二丁目地内

●都市計画等の指定状況

○用途地域：商業地域

[容積率：600%、建蔽率：80%]

○防火地域及び準防火地域：防火地域

○駐車場整備地区：指定あり

■本地区の位置

２．当初決定した都市計画の概要

３．都市計画の変更について

１）変更理由

・JR本八幡駅と再開発事業施行区域を結ぶ「歩行者デッキ」の接続方法、位置等に関す

る協議が整ったことから、接続部を再開発事業施行区域に編入するもの

４．今後のスケジュール

２）都市計画の変更内容

➢第一種市街地再開発事業 施行区域の変更

➢高度利用地区の区域変更

・都市計画審議会報告 令和8年5月26日（本日）

・案の縦覧 令和8年9月

・都市計画審議会付議 令和8年11月

・決定告示 令和9年1月頃

接続予定位置

区域編入箇所
（JR接続箇所）

本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業の変更について

■配置図

区域編入箇所
（JR接続箇所）

■断面図

JR本⼋幡駅

改札階FL▼ ▼ 2階FL
GL▼

JR本⼋幡駅

本⼋幡駅北⼝
ロータリー

高度利用地区

定める理由 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る

・容積率の最高限度:80/10以下　　　　

・容積率の最低限度：30/10以上　　　 

・建蔽率の最高限度:5/10以下

・建築面積の最低限度:200㎡以上

定める内容・制限

市道6003号

市
道
6005号

都市計画道路３・４・２１号市川船橋線（国道１４号）

市街地再開発事業

定める理由
土地を集約し、建築物を一体的に整備し、商業、業務及び都市型住宅から
なる複合的、合理的かつ健全な土地の高度利用と都市機能の更新を図る

○公共施設

　・都市計画道路3・4・21号 市川船橋線 （幅員：16ｍ、延長：約60ｍ）

　・区画道路1号　市道6002号 （幅員：6ｍ、延長：約58ｍ）

　・区画道路2号　市道6005号 （幅員：6ｍ、延長：約85ｍ）

　・区画道路3号　市道6003号 （幅員：約5ｍ、延長：6ｍ）

○建築物の整備に関する計画

　・建築面積　　　：約6,600㎡　　　　

　・建築敷地面積：約9,900㎡

　・延べ面積　　　：約114,900㎡　　　　

　・主要用途　　　：住宅、商業、業務

　・容積対象面積：約79,200㎡

定める内容・制限
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市川都市計画第一種市街地再開発事業の変更（市川市決定）（案） 

 
 

本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。 

 
 

名 称 本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業 

面 積 約１．１ｈａ 

公

共

施

設

の

配

置

及

び

規

模 

道 路 

種 別 名 称 幅 員 延 長 備 考 

幹線道路 
都市計画道路３・４・２１号 

市川船橋線 

 

8ｍ（16ｍ） 
 

約 60ｍ 
 

（ ）内は全幅員 

区画道路 

１号 市道６００２号 6ｍ 約 58ｍ 拡幅 

２号 市道６００５号 6ｍ 約 85ｍ 拡幅 

３号 市道６００３号 約 5ｍ 6ｍ 拡幅 

 

公 園 及 び 緑 地 
種 別 名 称 面 積 備 考 

― ― ― ― 

下 水 道 ― 

その他の公共施設 ― 

建築物の整備に関する計画 

建築物 敷地面積に対する  

主要用途 

備考 

 

建築面積 
 

延べ面積 
建築面積 

の割合 

延べ面積 

の割合 

 

高度利用地区の制限内容 

 

 

 

 

 

 

 
 

約 6,600 ㎡ 

 

 

 

 

 
 

約 114,900㎡ 

 
 

容積対象面積 

約 79,200 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 
 

約 7/10 

 

 

 

 

 

 

 
 

約 80/10 

 

 

 

 

 

住 宅 

 
 

商 業 

 
 

業 務 

容積率の最高限度 80/10 

容積率の最低限度 30/10 

建蔽率の最高限度 5/10 

建築面積の最低限度 200㎡ 

壁面の位置の制限 3ｍ、4ｍ 

ただし、建蔽率の最高限度は、建

築基準法第53条第3項各号のいずれ

かに該当する建築物にあっては 

1/10を加え、同項各号のいずれにも

該当する建築物又は、同条第6項第 

1号に該当する建築物にあっては 

2/10を加えたものとする。 

 

建築敷地の整備に関する

計 画 

建築敷地面積 整 備 計 画 

 

約 9,900㎡ 

・歩行者の安全性と快適性の向上を図るため、建築物の壁面を敷地境界から後退

させて空地を確保する。 

・都市計画道路3・4・15号沿いに約200㎡の広場状公開空地と広場を整備する。 

「施行区域、街区の配置及び壁面の位置の制限、公共施設の配置は計画図表示のとおり」 

 
 

理 由 

当地区は、本市の中心市街地であり、東日本旅客鉄道総武本線本八幡駅北口（以下、本八幡駅北口）の駅前かつ都営新宿線本八幡駅、京 

成本線八幡駅及び、都市計画道路3・4・21 号、都市計画道路3・4・15 号などの交通結節点に位置することから、市街地再開発事業により 

土地の高度利用を図り、駅前にふさわしい商業・業務施設、都心居住の充実を推進し、魅力ある市街地の形成を目指している。 

今回、魅力ある市街地の形成を目指し、賑わいと回遊性の向上に寄与する、当地区と本八幡駅北口を結ぶ「歩行者デッキ」を整備する。 

この接続部の用地を区域に編入し、再開発事業区域を変更（拡大）するものである。 
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〔市川市決定〕

縮尺：2500 分の 1
 市川都市計画第一種市街地再開発事業

　本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業　  計画図１　施行区域

凡　 例
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市川都市計画第一種市街地再開発事業

本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業

面積　 約１.１ha
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〔市川市決定〕

縮尺：1000 分の 1
　 市川都市計画第一種市街地再開発事業
 　本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業　　 計画図２　壁面の位置の制限
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 市川都市計画第一種市街地再開発事業　
　本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業　  計画図３　公共施設の配置
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地区計画の区域
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 市川都市計画第一種市街地再開発事業
　本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業　  計画図４　広場状公開空地及び広場の配置
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 市川都市計画第一種市街地再開発事業
　本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業　  参考図　地区施設
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市川都市計画高度利用地区の変更（市川市決定）（案） 
 
 

市川都市計画高度利用地区を次のように変更する。 

 
 

 

 
種類 

 

 
面積 

 

建築物の容

積率の最高

限度 

 

建 築 物 の

容 積 率 の

最低限度 

 

建築物の建

蔽率の最高

限度 

建築物の

建築面積

の最低限  

度 

 

 
備考 

高度利用地区

（本八幡駅北

口駅前地区） 

約 1. 1 ha 80/10 以下 30/10 以上 5/10 以下 200 ㎡以上  

高度利用地区 

（本八幡Ａ地

区） 

約 1. 4 ha 60/10 以下 20/10 以上 5/10 以下 200 ㎡以上  

高度利用地区

（本八幡駅北口

地区） 

約 1. 4 ha 55/10 以下 20/10 以上 7/10 以下 200 ㎡以上  

高度利用地区 

（市川駅南口

Ａ地区） 

約 0. 0 ha 30/10 以下 

20/10 以上 

8/10 以下 

200 ㎡以上 

Ａ－１ 

約 0. 1 ha 40/10 以下 8/10 以下 Ａ－２ 

約 1. 2 ha 60/10 以下 6/10 以下 Ａ－３ 

高度利用地区 

（市川駅南口

Ｂ地区） 

約 0. 1 ha 40/10 以下 
20/10 以上 

8/10 以下 
200 ㎡以上 

Ｂ－１ 

約 1. 2 ha 70/10 以下 6/10 以下 Ｂ－２ 

合計 約 6. 5 ha  

建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第５３条第３項各号のいずれかに該当する建築物につ

いては 1/10 を、同項各号のいずれにも該当する建築物又は同条第６項第１号に該当する建築物

については 2/10 を加えた数値とする。 

「位置、区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

ただし、市川駅南口Ａ地区、市川駅南口Ｂ地区、本八幡Ａ地区及び本八幡駅北口駅前地区に

おいては、上記制限の他に壁面の位置の制限から歩行者専用デッキを除く。 

 
理由 

市街地再開発事業の区域拡大に伴い、高度利用地区の区域を変更する。 
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本八幡駅北口駅前地区本八幡駅北口駅前地区

0 25 50 100(m )

 市川都市計画高度利用地区
　本八幡駅北口駅前地区高度利用地区　　 計画図１　計画図

〔市川市決定〕

縮尺：2500 分の 1

凡　 例

高度利用地区
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　 市川都市計画高度利用地区
〔市川市決定〕

縮尺：1000 分の 1 　本八幡駅北口駅前地区高度利用地区　　 計画図２　壁面の位置の制限
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 市川都市計画高度利用地区
　本八幡駅北口駅前地区高度利用地区　　 参考図：新旧対照図（切図）

〔市川市決定〕

縮尺：2500 分の 1

凡　 例

変更区域

番号 －

新

区分

高度利用地区

面積（ha） 面積（ha）

地域名 本八幡駅北口駅前地区

旧

区分

約 1.1 高度利用地区 約 1.1
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